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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）絶縁性基板上に金属層を堆積し、第１のマスクを用いて、少なくともソース電極
、ドレイン電極、及び、前記ドレイン電極に接続されたドレインバスラインを含むソース
／ドレイン配線を形成する工程と、
　（ｂ）前記ソース／ドレイン配線を含む前記絶縁性基板上にシリコン層、ゲート絶縁膜
及びゲート電極層の順に積層し、第２のマスクを用いて、薄膜トランジスタ領域、及び、
少なくともゲート電極及びゲートバスラインを含むゲート配線を形成する工程と、
　（ｃ）前記ソース／ドレイン配線、前記薄膜トランジスタ領域及び前記ゲート配線を含
む前記絶縁性基板上にパッシベーション膜を堆積し、第３のマスクを用いて、前記ソース
電極上の所定の位置に前記パッシベーション膜を貫通するトランジスタ用の開口部を形成
する工程と、
　（ｄ）前記パッシベーション膜上に層間絶縁膜を堆積し、第４のマスクを用いて、前記
層間絶縁膜の表面に凹凸面を形成するとともに前記パッシベーション膜のトランジスタ用
の開口部と対応する位置に前記層間絶縁膜を貫通するトランジスタ用の開口部を形成する
工程と、
　（ｅ）前記層間絶縁膜の凹凸面に沿って反射性の金属を堆積し、第５のマスクを用いて
、前記パッシベーション膜及び前記層間絶縁膜それぞれのトランジスタ用の開口部を通っ
て前記ソース電極と電気的に接続する反射電極を形成する工程と、
を含むことを特徴とする反射型液晶表示装置の製造方法。
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【請求項２】
　（ａ）絶縁性基板上に金属層を堆積し、第１のマスクを用いて、少なくともソース電極
、ドレイン電極、及び、前記ドレイン電極に接続されたドレインバスラインを含むソース
／ドレイン配線を形成する工程と、
　（ｂ）前記ソース／ドレイン配線を含む前記絶縁性基板上にシリコン層、ゲート絶縁膜
及びゲート電極層の順に積層し、第２のマスクを用いて、薄膜トランジスタ領域、及び、
少なくともゲート電極及びゲートバスラインを含むゲート配線を形成する工程と、
　（ｃ）前記ソース／ドレイン配線、前記薄膜トランジスタ領域及び前記ゲート配線を含
む前記絶縁性基板上にパッシベーション膜及び層間絶縁膜の順に堆積し、第３のマスクを
用いて、前記層間絶縁膜の表面に凹凸面を形成するとともに、前記ソース電極上の所定の
位置に前記層間絶縁膜を貫通するトランジスタ用の開口部を形成する工程と、
　（ｄ）前記層間絶縁膜をマスクに用いて、前記層間絶縁膜のトランジスタ用の開口部と
対応する位置に前記パッシベーション膜を貫通するトランジスタ用の開口部を形成する工
程と、
　（ｅ）前記層間絶縁膜の凹凸面に沿って反射性の金属を堆積し、第４のマスクを用いて
、前記パッシベーション膜及び前記層間絶縁膜それぞれのトランジスタ用の開口部を通っ
て前記ソース電極と電気的に接続する反射電極を形成する工程と、
を含むことを特徴とする反射型液晶表示装置の製造方法。
【請求項３】
　前記層間絶縁膜の凹凸面及びトランジスタ用の開口部は、ハーフトーン露光法又は２回
露光法により形成されることを特徴とする請求項１又は２記載の反射型液晶表示装置の製
造方法。
【請求項４】
　前記層間絶縁膜の凹凸面及びトランジスタ用の開口部は、光の透過量が制御された露光
マスクを用いて形成されることを特徴とする請求項３記載の反射型液晶表示装置の製造方
法。
【請求項５】
　前記ソース／ドレイン配線を形成する際に、容量電極を形成し、
　前記薄膜トランジスタ領域及び前記ゲート配線を形成する際に、前記容量電極を含む前
記絶縁性基板上に前記ゲート配線を形成し、
　前記層間絶縁膜及び前記パッシベーション膜それぞれのトランジスタ用の開口部を形成
する際に、前記容量電極上の所定の位置に前記層間絶縁膜及び前記パッシベーション膜を
貫通する蓄積容量部用の開口部を形成し、
　前記反射電極を形成する際に、前記パッシベーション膜及び前記層間絶縁膜それぞれの
蓄積容量部用の開口部を通って前記容量電極と電気的に接続するようにして前記反射電極
を形成する、
ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一に記載の反射型液晶表示装置の製造方法。
【請求項６】
　前記ソース／ドレイン配線を形成する際に、保護回路用のソース／ドレイン配線を形成
し、
　前記薄膜トランジスタ領域及び前記ゲート配線を形成する際に、保護電極及び保護バス
ラインを形成し、
　前記パッシベーション膜及び前記層間絶縁膜を形成する際に、前記保護回路用のソース
／ドレイン配線、前記保護電極及び前記保護バスラインを含む前記絶縁性基板上に前記パ
ッシベーション膜及び前記層間絶縁膜を形成し、
　前記層間絶縁膜及び前記パッシベーション膜のそれぞれのトランジスタ用の開口部を形
成する際に、前記ドレインバスライン、前記保護回路用のソース／ドレイン配線、前記保
護電極、及び前記保護バスライン上の所定の位置に前記パッシベーション膜及び前記層間
絶縁膜を貫通した保護回路用の開口部を形成し、
　前記反射電極を形成する際に、前記反射性の金属によって同時に、所定の前記保護回路
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用の開口部を通って前記保護回路用のソース／ドレイン配線と前記保護バスラインとを電
気的に接続する第１短絡配線を形成するとともに、所定の前記保護回路用の開口部を通っ
て前記ドレインバスラインと前記保護電極とを電気的に接続する第２短絡配線を形成する
、
ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一に記載の反射型液晶表示装置の製造方法。
【請求項７】
　前記層間絶縁膜の凹凸面を形成した後であって、前記反射性の金属を堆積する前におい
て、少なくとも前記層間絶縁膜の凹凸面を熱処理する工程を含むことを特徴とする請求項
１乃至６のいずれか一に記載の反射型液晶表示装置の製造方法。
【請求項８】
　前記ソース／ドレイン配線を形成した後であって、シリコン層、ゲート絶縁膜及びゲー
ト電極層の順に積層する前において、少なくとも前記ソース／ドレイン配線をＰＨ3処理
する工程を含むことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか一に記載の反射型液晶表示装
置の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、反射型液晶表示装置の製造方法に関し、特に、ＰＲ工程を削減しても良好な
表示機能を有する反射型液晶表示装置の製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
反射型液晶表示装置は、携帯端末用の表示装置として利用されている。この反射型液晶表
示装置は、外部から入射した光を装置内部に備えられた反射板で反射させ、この反射光を
表示光源として利用することで、光源にバックライトを不要としている。その結果、反射
型液晶表示装置は、透過型液晶表示装置よりも低消費電力化、薄型化、軽量化を達成する
のに有効である。
【０００３】
反射型液晶表示装置の基本構造は、ＴＮ（ツイステッドネマティック）方式、一枚偏光板
方式、ＳＴＮ（スーパーツイステッドネマティック）方式、ＧＨ（ゲストホスト）方式、
ＰＤＬＣ（高分子分散）方式、コレステリック方式等を用いた液晶と、これをスイッチン
グするための素子と、液晶セル内部あるいは外部に設けた反射板とからなる。
【０００４】
このような反射型液晶表示装置は、薄膜トランジスタあるいは金属／絶縁膜／金属構造ダ
イオードをトランジスタとして用いたアクティブマトリクス駆動方式を採用することによ
って、高精細・高画質も実現できる。
【０００５】
また、最適な反射特性を有する反射板を備えると、広い角度からの入射光に対し表示画面
に垂直な方向へ散乱する光の強度を増加させるのに有効であり、より明るい表示を得るこ
とができる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
従来において明るく高品位の表示が可能な反射型液晶表示装置を製造するには、高性能の
トランジスタと高性能の反射板とを同一絶縁性基板上に形成することが要求され、多くの
成膜工程、フォトリソグラフィ工程（ＰＲ工程）及びエッチング工程等が必要となってい
る。
【０００７】
より明るい表示を得るための反射板の作製方法の従来の一例として、層間絶縁膜で覆って
その表面を凹凸に形成し、さらにこの凹凸を有する膜上に銀等の反射膜を形成して反射板
とする方法が考案されている（例えば、特開平１０－３１９４２２号公報参照）。このよ
うな反射型液晶表示装置の製造方法における工程を示す。図１８は、従来の一例に係る反
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射型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板の製造方法を示したフローチャート
である。
【０００８】
図１８を参照すると、この反射型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板の製造
方法では、ＰＲ工程を要する工程として、ｓ１工程のゲートバス配線及びゲート電極の形
成で１ＰＲ、ｓ３工程のコンタクト層及び半導体層の形成で２ＰＲ、ｓ４工程のソース電
極、ドレイン電極及びソースバス配線の形成で１ＰＲ、ｓ６工程のコンタクトホール形成
で１ＰＲ、ｓ７工程のレジスト塗布及びそのパターニングで１ＰＲ、ｓ８工程の凸部の形
成で１ＰＲ、ｓ９工程の反射電極の形成で１ＰＲであり、計８ＰＲ工程を必要とする。こ
のようにＰＲ工程が多いと、反射型液晶表示装置の製造コストが高く、従って単価が高い
といった問題がある。
【０００９】
以上のような事情に照らして、ＰＲ工程数の削減により製造コストの低下を実現し、かつ
、高輝度及び高品位表示性能を実現することで、高輝度反射型液晶表示装置を低価格で提
供することが要望されている。
【００１０】
本発明の目的は、ＰＲ工程を削減しても良好な表示機能を有する反射型液晶表示装置及び
その製造方法を提供することである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明の第１の視点においては、反射型液晶表示装置の製造方法において、（ａ）絶縁
性基板上に金属層を堆積し、第１のマスクを用いて、少なくともソース電極、ドレイン電
極、及び、前記ドレイン電極に接続されたドレインバスラインを含むソース／ドレイン配
線を形成する工程と、（ｂ）前記ソース／ドレイン配線を含む前記絶縁性基板上にシリコ
ン層、ゲート絶縁膜及びゲート電極層の順に積層し、第２のマスクを用いて、薄膜トラン
ジスタ領域、及び、少なくともゲート電極及びゲートバスラインを含むゲート配線を形成
する工程と、（ｃ）前記ソース／ドレイン配線、前記薄膜トランジスタ領域及び前記ゲー
ト配線を含む前記絶縁性基板上にパッシベーション膜を堆積し、第３のマスクを用いて、
前記ソース電極上の所定の位置に前記パッシベーション膜を貫通するトランジスタ用の開
口部を形成する工程と、（ｄ）前記パッシベーション膜上に層間絶縁膜を堆積し、第４の
マスクを用いて、前記層間絶縁膜の表面に凹凸面を形成するとともに前記パッシベーショ
ン膜のトランジスタ用の開口部と対応する位置に前記層間絶縁膜を貫通するトランジスタ
用の開口部を形成する工程と、（ｅ）前記層間絶縁膜の凹凸面に沿って反射性の金属を堆
積し、第５のマスクを用いて、前記パッシベーション膜及び前記層間絶縁膜それぞれのト
ランジスタ用の開口部を通って前記ソース電極と電気的に接続する反射電極を形成する工
程と、を含むことを特徴とする。
【００１２】
　本発明の第２の視点においては、反射型液晶表示装置の製造方法において、（ａ）絶縁
性基板上に金属層を堆積し、第１のマスクを用いて、少なくともソース電極、ドレイン電
極、及び、前記ドレイン電極に接続されたドレインバスラインを含むソース／ドレイン配
線を形成する工程と、（ｂ）前記ソース／ドレイン配線を含む前記絶縁性基板上にシリコ
ン層、ゲート絶縁膜及びゲート電極層の順に積層し、第２のマスクを用いて、薄膜トラン
ジスタ領域、及び、少なくともゲート電極及びゲートバスラインを含むゲート配線を形成
する工程と、（ｃ）前記ソース／ドレイン配線、前記薄膜トランジスタ領域及び前記ゲー
ト配線を含む前記絶縁性基板上にパッシベーション膜及び層間絶縁膜の順に堆積し、第３
のマスクを用いて、前記層間絶縁膜の表面に凹凸面を形成するとともに、前記ソース電極
上の所定の位置に前記層間絶縁膜を貫通するトランジスタ用の開口部を形成する工程と、
（ｄ）前記層間絶縁膜をマスクに用いて、前記層間絶縁膜のトランジスタ用の開口部と対
応する位置に前記パッシベーション膜を貫通するトランジスタ用の開口部を形成する工程
と、（ｅ）前記層間絶縁膜の凹凸面に沿って反射性の金属を堆積し、第４のマスクを用い
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て、前記パッシベーション膜及び前記層間絶縁膜それぞれのトランジスタ用の開口部を通
って前記ソース電極と電気的に接続する反射電極を形成する工程と、を含むことを特徴と
する。
【００１３】
また、前記反射型液晶表示装置の製造方法において、前記層間絶縁膜の凹凸面及びトラン
ジスタ用の開口部の形成は、ハーフトーン露光法又は２回露光法により形成することが好
ましい。
【００１４】
また、前記反射型液晶表示装置の製造方法において、前記層間絶縁膜の凹凸面及びトラン
ジスタ用の開口部の形成は、光の透過量が制御された露光マスクを用いて形成することが
好ましい。
【００１５】
本発明の第３の視点においては、前記反射型液晶表示装置の製造方法において、前記ソー
ス／ドレイン配線を形成する際に、容量電極を形成し、前記薄膜トランジスタ領域及び前
記ゲート配線を形成する際に、前記容量電極を含む前記絶縁性基板上に前記ゲート配線を
形成し、前記層間絶縁膜及び前記パッシベーション膜それぞれのトランジスタ用の開口部
を形成する際に、前記容量電極上の所定の位置に前記層間絶縁膜及び前記パッシベーショ
ン膜を貫通する蓄積容量部用の開口部を形成し、前記反射電極を形成する際に、前記パッ
シベーション膜及び前記層間絶縁膜それぞれの蓄積容量部用の開口部を通って前記容量電
極と電気的に接続するようにして前記反射電極を形成することを特徴とする。
【００１６】
　本発明の第４の視点においては、前記反射型液晶表示装置の製造方法において、前記ソ
ース／ドレイン配線を形成する際に、保護回路用のソース／ドレイン配線を形成し、前記
薄膜トランジスタ領域及び前記ゲート配線を形成する際に、保護電極及び保護バスライン
を形成し、前記パッシベーション膜及び前記層間絶縁膜を形成する際に、前記保護回路用
のソース／ドレイン配線、前記保護電極及び前記保護バスラインを含む前記絶縁性基板上
に前記パッシベーション膜及び前記層間絶縁膜を形成し、前記層間絶縁膜及び前記パッシ
ベーション膜のそれぞれのトランジスタ用の開口部を形成する際に、前記ドレインバスラ
イン、前記保護回路用のソース／ドレイン配線、前記保護電極、及び前記保護バスライン
上の所定の位置に前記パッシベーション膜及び前記層間絶縁膜を貫通した保護回路用の開
口部を形成し、前記反射電極を形成する際に、前記反射性の金属によって同時に、所定の
前記保護回路用の開口部を通って前記保護回路用のソース／ドレイン配線と前記保護バス
ラインとを電気的に接続する第１短絡配線を形成するとともに、所定の前記保護回路用の
開口部を通って前記ドレインバスラインと前記保護電極とを電気的に接続する第２短絡配
線を形成する、ことを特徴とする。
【００１７】
また、前記反射型液晶表示装置の製造方法において、前記層間絶縁膜の凹凸面を形成した
後であって、前記反射性の金属を堆積する前において、少なくとも前記層間絶縁膜の凹凸
面を熱処理する工程を含むことが好ましい。
【００１８】
また、前記反射型液晶表示装置の製造方法において、前記ソース／ドレイン配線を形成し
た後であって、シリコン層、ゲート絶縁膜及びゲート電極層の順に積層する前において、
少なくとも前記ソース／ドレイン配線をＰＨ3処理する工程を含むことが好ましい。
【００２３】
【発明の実施の形態】
　反射型液晶表示装置の製造方法において、（ａ）絶縁性基板上に金属層を堆積し、第１
のマスクを用いて、少なくともソース電極、ドレイン電極、及び、前記ドレイン電極に接
続されたドレインバスラインを含むソース／ドレイン配線を形成する工程と、（ｂ）前記
ソース／ドレイン配線を含む前記絶縁性基板上にシリコン層、ゲート絶縁膜及びゲート電
極層の順に積層し、第２のマスクを用いて、薄膜トランジスタ領域、及び、少なくともゲ
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ート電極及びゲートバスラインを含むゲート配線を形成する工程と、（ｃ）前記ソース／
ドレイン配線、前記薄膜トランジスタ領域及び前記ゲート配線を含む前記絶縁性基板上に
パッシベーション膜を堆積し、第３のマスクを用いて、前記ソース電極上の所定の位置に
前記パッシベーション膜を貫通するトランジスタ用の開口部を形成する工程と、（ｄ）前
記パッシベーション膜上に層間絶縁膜を堆積し、第４のマスクを用いて、前記層間絶縁膜
の表面に凹凸面を形成するとともに前記パッシベーション膜のトランジスタ用の開口部と
対応する位置に前記層間絶縁膜を貫通するトランジスタ用の開口部を形成する工程と、（
ｅ）前記層間絶縁膜の凹凸面に沿って反射性の金属を堆積し、第５のマスクを用いて、前
記パッシベーション膜及び前記層間絶縁膜それぞれのトランジスタ用の開口部を通って前
記ソース電極と電気的に接続する反射電極を形成する工程と、を含むことにより、ソース
／ドレイン配線の形成から反射電極の形成までにおいて計５ＰＲで済み、従来の製造方法
におけるＰＲ工程より大幅に削減することができる。
【００２４】
　また、反射型液晶表示装置の製造方法において、（ａ）絶縁性基板上に金属層を堆積し
、第１のマスクを用いて、少なくともソース電極、ドレイン電極、及び、前記ドレイン電
極に接続されたドレインバスラインを含むソース／ドレイン配線を形成する工程と、（ｂ
）前記ソース／ドレイン配線を含む前記絶縁性基板上にシリコン層、ゲート絶縁膜及びゲ
ート電極層の順に積層し、第２のマスクを用いて、薄膜トランジスタ領域、及び、少なく
ともゲート電極及びゲートバスラインを含むゲート配線を形成する工程と、（ｃ）前記ソ
ース／ドレイン配線、前記薄膜トランジスタ領域及び前記ゲート配線を含む前記絶縁性基
板上にパッシベーション膜及び層間絶縁膜の順に堆積し、第３のマスクを用いて、前記層
間絶縁膜の表面に凹凸面を形成するとともに、前記ソース電極上の所定の位置に前記層間
絶縁膜を貫通するトランジスタ用の開口部を形成する工程と、（ｄ）前記層間絶縁膜をマ
スクに用いて、前記層間絶縁膜のトランジスタ用の開口部と対応する位置に前記パッシベ
ーション膜を貫通するトランジスタ用の開口部を形成する工程と、（ｅ）前記層間絶縁膜
の凹凸面に沿って反射性の金属を堆積し、第４のマスクを用いて、前記パッシベーション
膜及び前記層間絶縁膜それぞれのトランジスタ用の開口部を通って前記ソース電極と電気
的に接続する反射電極を形成する工程と、を含むことにより、ソース／ドレイン配線の形
成から反射電極の形成までにおいて計４ＰＲで済み、さらにＰＲ工程を削減することがで
きる。
【００２５】
また、ＰＲ工程を増やすことなく同時に容量電極部や保護回路を形成することも可能であ
る。
【００２６】
【実施例】
本発明の実施例１を図面を用いて説明する。図１は、本発明の実施例１に係る反射型液晶
表示装置におけるアクティブマトリクス基板の回路図であり、図２～６は、本発明の実施
例１に係る反射型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板の製造工程を模式的に
示した上面図であり、１画素を抜き出したものである。また、図７は、本発明の実施例１
に係る反射型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板のトランジスタ部の製造工
程を模式的に示した工程断面図であり、図２～図６のＡ－Ａ’線における断面を示したも
のである。また、図８は、本発明の実施例１に係る反射型液晶表示装置におけるアクティ
ブマトリクス基板のストレージキャパシタ部の製造工程を模式的に示した工程断面図であ
り、図２～図６のＢ－Ｂ’線における断面を示したものである。
【００２７】
実施例１に係るアクティブマトリクス基板は、液晶をアクティブマトリクス基板に設けた
反射電極と、対向する対向基板に設けた透明電極と、で駆動する反射型液晶表示装置用の
基板である。このアクティブマトリクス基板は、順スタガー型（トップゲート型）の薄膜
トランジスタ（ＴＦＴ）を備えている。
【００２８】
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アクティブマトリクス基板１は、図１の回路図に示されるように、絶縁性基板１０上にお
互いに交差する複数のゲートバスライン５１と複数のドレインバスライン２１、これらが
交差する箇所に配置された複数のトランジスタ部２、及び反射電極（図示せず）を備えて
いる。さらに、複数のゲートバスライン５１とドレインバスライン２１の終端は、絶縁性
基板１０の周辺部にそれぞれ配置され、基板外部から駆動信号が供給されるゲート端子部
５３及びドレイン端子部２５がそれぞれ形成されている。さらに、絶縁性基板１０には、
その角部にコモン電位供給端子９１が形成されている。このコモン電位供給端子９１は、
このアクティブマトリクス基板１と対向し液晶８１を挟持する対向基板（図示せず）に形
成されるコモン電極９２に電位を供給するためのものである。さらに、各トランジスタ部
２と隣接するゲートバスライン５１との間にはストレージキャパシタ部（蓄積容量部）３
が形成されている。ストレージキャパシタ部３は、画素に書き込まれた電位を１フレーム
時間一定に保つために用いられる。
【００２９】
　実施例１におけるアクティブマトリクス基板のトランジスタ部の構造は、図７に示すよ
うに、絶縁性基板１０上の所定の位置にソース電極２２及びドレイン電極２３を有し、ソ
ース電極２２及びドレイン電極２３の一部、及び絶縁性基板１０の上に活性層となるシリ
コン層３０、ゲート絶縁膜４０及びゲート電極５２が略重なるように堆積された積層体を
有し、ソース／ドレイン電極２２、２３、シリコン層３０、ゲート絶縁膜４０及びゲート
電極５２によって形成されたトランジスタ部２を含む絶縁性基板１０上を覆うパッシベ－
ション膜６１を有し、パッシベ－ション膜６１上に表面が凹凸の層間絶縁膜６２を有し、
ソース電極２２上の所定の位置にパッシベ－ション膜６１及び層間絶縁膜６２を貫通する
コンタクトホール６３を有し、層間絶縁膜６２上にコンタクトホール６３を通ってソース
電極２２と電気的に接続する反射電極７１を有する。なお、図３～図６におけるゲートバ
スライン５１及びゲート電極５２が配された位置には、シリコン層３０、ゲート絶縁膜４
０、及び、ゲートバスライン５１又はゲート電極５２が略重なるように堆積している。ド
レイン電極２３は、ドレインバスライン２１に接続されている。
【００３０】
次に、図２～図８を参照して、実施例１に係る反射型液晶表示装置におけるアクティブマ
トリクス基板の製造方法を説明する。
【００３１】
　まず、図２、図７（ａ）及び図８（ａ）に示すように、ＳｉＯ2などの絶縁性基板１０
の上に、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｔａなどの低抵抗の金属からなるソース／ドレイン電極層を約１５
０ｎｍ（１５００Å）の厚さで成膜し、ＰＲ工程及びエッチング工程によってソース／ド
レイン配線（ソース電極２２、ドレイン電極２３、ドレインバスライン２１、及び、これ
らと分離した容量電極２４を含む）を形成する。なお、ソース／ドレイン電極層は、例え
ば、スパッタ法を用いてＡｒガスを１００ｓｃｃｍの流量で供給し、Ｃｒを温度：１５０
℃、圧力：０．３Ｐａ、パワー：７ｋＷの条件で成膜することができる。また、ソース／
ドレイン配線（ソース電極２２、ドレイン電極２３、ドレインバスライン２１、及び、容
量電極２４を含む）は、例えば、ウェットエッチング法を用いてＣｒ膜を硝酸第２セリウ
ムアンモニウム５％、硝酸２０％、４０℃の溶液で１００秒間処理することにより形成す
ることができる。
【００３２】
　次に、ソース／ドレイン配線（ソース電極２２、ドレイン電極２３、ドレインバスライ
ン２１、及び、容量電極２４を含む）を形成した後に、図面上には現われていないが、Ｐ
Ｈ3処理を行なってソース／ドレイン配線（ソース電極２２、ドレイン電極２３、ドレイ
ンバスライン２１、及び、容量電極２４を含む）をＰＨ3処理することが好ましい。ＰＨ3

処理の条件として、例えば、プラズマＣＶＤ法を用いてＰＨ3ガスを１０００ｓｃｃｍの
流量で供給し、ＲＦ：５０Ｗ、圧力：１５０Ｐａ、温度：２５０℃で６０秒間処理する。
ＰＨ3処理を行なうことにより、ソース／ドレイン配線（メタル）上に選択的にリンが堆
積し、後でａ－Ｓｉを成膜した際、メタル／ａ－Ｓｉ界面でｎ+ａ－Ｓｉ層が形成される
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ことにより良好な接続状態が得られるとともに、メタル／ａ－Ｓｉ界面における抵抗を低
くすることができる。
【００３３】
　次に、図３、図７（ｂ）及び図８（ｂ）に示すように、絶縁性基板１０上にソース／ド
レイン配線（ソース電極２２、ドレイン電極２３、ドレインバスライン２１、及び、容量
電極２４を含む）を覆うようにして、ａ－Ｓｉ等からなるシリコン層３０を約３０ｎｍ（
３００Å）の厚さで成膜し、続いてシリコン層３０上にＳｉＮx又はＳｉＯ2などからなる
ゲート絶縁膜４０を約５０ｎｍ（５００Å）の厚さで成膜し、続いてゲート絶縁膜４０上
にＣｒ、Ｍｏ、Ｔａなどの金属からなるゲート電極層５２を成膜し、ＰＲ工程及びエッチ
ング工程によって不要な領域のシリコン層、ゲート絶縁膜及びゲート電極層を除去して、
シリコン層３０、ゲート絶縁膜４０及びゲート電極５２が略重なるように堆積した積層体
（ゲートバスライン５１を含む）を形成する。ここで、ＰＨ3処理、シリコン層の成膜及
びゲート絶縁膜の成膜は、この順で連続的に行なわれる。また、シリコン層の形成及びゲ
ート絶縁膜の形成もこの順で連続的に行なわれる。このようにシリコン薄膜の成膜後連続
してゲート絶縁膜４０を成膜することにより、シリコン層３０の成膜直後にエッチングす
るもの（逆スタガー型構造の場合）に比べてシリコン層３０の汚染を防止できる点で利点
がある。また、このような連続的エッチングを行なうことにより、シリコン層３０、ゲー
ト絶縁膜４０及びゲート電極層５２からなる積層体の形成が１ＰＲですみ、製造工程を簡
略化することができる。
【００３４】
ここで、シリコン層の成膜条件として、例えば、プラズマＣＶＤ法を用いてＳｉＨ4ガス
を３００ｓｃｃｍ及びＨ2ガスを８００ｓｃｃｍの流量で供給し、ＲＦ：５０Ｗ、圧力：
１００Ｐａ、温度：２５０℃の条件で処理することによりａ－Ｓｉ層が成膜できる。
【００３５】
また、ゲート絶縁膜の成膜条件として、例えば、プラズマＣＶＤ法を用いてＳｉＨ4ガス
を３０ｓｃｃｍ、ＮＨ3ガスを８０ｓｃｃｍ及びＮ2ガスを８５０ｓｃｃｍの流量で供給し
、ＲＦ：５００Ｗ、圧力：２００Ｐａ、温度：２５０℃の条件で処理することによりＳｉ
Ｎx層が成膜できる。
【００３６】
また、ゲート電極層の成膜条件として、例えば、スパッタ法を用いてＡｒガスを１００ｓ
ｃｃｍの流量で供給し、Ｃｒを温度：１５０℃、圧力：０．３Ｐａ、パワー：７ｋＷの条
件で成膜することにより達成できる。
【００３７】
また、ゲート電極等の形成条件として、例えば、ウェットエッチング法を用いてＣｒ膜を
硝酸第２セリウムアンモニウム５％、硝酸２０％、４０℃の溶液で１００秒間処理するこ
とにより達成できる。
【００３８】
また、ゲート絶縁膜の形成条件として、例えば、ドライエッチング法を用いてＳＦ4ガス
を５０ｓｃｃｍ及びＨｅガスを１５０ｓｃｃｍの流量で供給し、ＳｉＮx層をＲＦ：１２
００Ｗ、圧力：３０Ｐａで５００秒間処理することにより達成できる。
【００３９】
また、シリコン層の形成条件として、例えば、ドライエッチング法を用いてＳＦ4ガスを
２００ｓｃｃｍ、Ｈｅガスを３００ｓｃｃｍ及びＨＣｌガスを２００ｓｃｃｍの流量で供
給し、ａ－Ｓｉ層をＲＦ：８５０Ｗ、圧力：３０Ｐａで１００秒間処理することにより達
成できる。
【００４０】
次に、図４、図７（ｃ）及び図８（ｃ）に示すように、絶縁性基板１０上にトランジスタ
部２、ドレインバスライン２１及びゲートバスライン５１を覆うようにして、ＳｉＮxな
どからなるパッシベーション膜６１を約２５０ｎｍ（２５００Å）の厚さで成膜し、フォ
トリソグラフィ工程及びエッチング工程によってソース電極２２及び容量電極２４それぞ
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れの上の所定の位置にパッシベーション膜６１を貫通したコンタクトホール６３、６４を
形成する。
【００４１】
ここで、パッシベーション膜の成膜条件として、例えば、プラズマＣＶＤ法を用いてＳｉ
Ｈ4ガスを２００ｓｃｃｍ、ＮＨ3ガスを１０００ｓｃｃｍ、Ｈ2ガスを１０００ｓｃｃｍ
及びＮ2ガスを６００ｓｃｃｍの流量で供給し、ＲＦ：１２００Ｗ、圧力：１８０Ｐａ、
温度：２５０℃の条件で処理することによりＳｉＮx層が成膜できる。
【００４２】
また、パッシベーション膜のコンタクトホールの形成条件として、例えば、ドライエッチ
ング法を用いてＳＦ4ガスを５０ｓｃｃｍ及びＨｅガスを１５０ｓｃｃｍの流量で供給し
、ＳｉＮx層をＲＦ：１２００Ｗ、圧力：７Ｐａで１００秒間処理することにより達成で
きる。なお、本実施例では工程管理上の都合と現実性からゲート絶縁膜とパッシベーショ
ン膜を同じ組成のものとしたが、必要に応じ、これらはその所要特性に応じて変更できる
。
【００４３】
次に、図５、図７（ｄ）及び図８（ｄ）に示すように、パッシベーション膜６１上に感光
性のアクリル樹脂、ポリイミド樹脂などの有機材料からなる層間絶縁膜６２を約３μｍの
厚さ（最大厚さ）で成膜し、例えば、ハーフトーン露光法又は２回露光法等によるフォト
リソグラフィ工程及びエッチング工程によって層間絶縁膜６２の表面を凹凸に形成すると
ともにソース電極２２及び容量電極２４それぞれの上の所定の位置に層間絶縁膜６２を貫
通したコンタクトホール６３、６４を形成する。
【００４４】
ここで、層間絶縁膜の成膜条件として、例えば、材料：感光性アクリル樹脂（ＪＳＲ社製
３３９Ｌ）を５００ｒｐｍで回転塗布し、温度：９０℃で２４０秒間プリベ－クし、その
後露光器（Ｃａｎｏｎ製ＭＰＡ３０００Ｗ）でスキャンスピード：１５ｍｍ／ｓｅｃで露
光することにより達成できる。
【００４５】
また、層間絶縁膜の凹凸面及びコンタクトホールの形成条件として、例えば、ハーフトー
ン露光法として、光の透過量が制御された露光マスクを用いて、ＴＭＡＨ：０．２％、温
度：２５℃、１００秒間処理することにより達成できる。ここでの露光マスクは、例えば
、遮光材には膜厚により光の透過量を変化できるアモルファスシリコン膜（光学的バンド
ギャップが１．８ｅＶの膜）を用い、このアモルファスシリコン膜の形成にはプラズマ化
学気相堆積法（ＰＥＣＶＤ法）を使用し、マスク基板にはガラス基板を使用し、その上部
にＰＥＣＶＤ法により０．１５μｍ成膜し、その後、フォトリソ及びエッチング工程によ
り所望のマスク形状を形成（前記アモルファスシリコン膜厚を０～１．５μｍの範囲で調
整することで、４３６ｎｍの波長光の透過率を１００～０．１％程度まで制御できる）す
ることでできる。マスクサイズとして、例えば、反射板表面に作成するための所望の凹凸
形状、ピッチ２～３０μｍ、平面形状は円形、断面は傾斜角度３０度以下に設定する。
【００４６】
また、２回露光法による層間絶縁膜の凹凸面及びコンタクトホールの形成では、感光性膜
を半分程除去できる程度の露光量で、１枚目のマスクを用いて１回目の露光、２枚目のマ
スクを用いて２回目の露光、を行なう。１回目、２回目共に感光した部分は膜が完全に除
去され、１回目又は２回目のいずれかのみ感光した部分は半分程度の膜厚が除去される。
このようにして階段形状の残膜を得る。
【００４７】
また、凹凸形成後、層間絶縁膜がアクリル樹脂であれば２２０℃で１時間の熱処理を行な
って、凹凸の表面を滑らかにすることが好ましい。なお、層間絶縁膜の凹凸面形成は、上
記以外の任意の方法（公知と未公知によらず）によることができるが、最低のＰＲ数のも
のが工程経済上は望まれる。
【００４８】
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次に、図６、図７（ｅ）及び図８（ｅ）に示すように、層間絶縁膜６２上に、Ａｌ、銀な
どの高反射材料からなる反射電極層７１を約３００ｎｍ（３０００Å）の厚さ（層間絶縁
膜６２の凹凸部の表面からの厚さ）でコンタクトホール６３、６４を通ってドレイン電極
２３及び容量電極２４と接続するようにして成膜し、フォトリソグラフィ工程及びエッチ
ング工程によって反射電極７１を形成する。この反射電極７１は少なくとも液晶パネルの
開口部に形成される。反射電極７１の周辺は、トランジスタ部２、ゲートバスライン５１
、ドレインバスライン２１と一部重なるように形成してもよい。以上のようにしてアクテ
ィブマトリクス基板が製造できる。
【００４９】
ここで、反射電極層の成膜条件として、例えば、スパッタ法を用いてＡｒガスを１００ｓ
ｃｃｍの流量で供給し、Ａｌを温度：２００℃、圧力：０．３Ｐａ、パワー：５ｋＷの条
件で成膜することにより達成できる。
【００５０】
また、反射電極等の形成条件として、例えば、ウェットエッチング法を用いてＡｌ膜をリ
ン酸７９％、硝酸０．５％、４０℃の溶液で６０秒間処理することにより達成できる。
【００５１】
最終的には、透明電極及びカラーフィルタを備えた対向基板及びアクティブマトリクス基
板のそれぞれに配向膜を形成した後、アクティブマトリクス基板と対向基板とを貼り合せ
、これらの基板間に液晶を封入して液晶層を形成し、これにより、反射型液晶表示装置が
製造される（図示せず）。
【００５２】
次に、本発明の実施例２を図面を用いて説明する。図９は、本発明の実施例２に係る反射
型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板の回路図であり、図１０は、本発明の
実施例２に係る反射型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板のトランジスタ部
の製造工程を模式的に示した工程断面図であり、図１１～１６は、本発明の実施例２に係
る反射型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板の保護回路部の製造工程を模式
的に示した上面図であり、図１７は、本発明の実施例２に係る反射型液晶表示装置におけ
るアクティブマトリクス基板の層間絶縁膜の表面処理工程を模式的に示した工程断面図で
ある。この反射型液晶表示装置に用いられるアクティブマトリクス基板は、図９を参照す
ると、実施例１におけるストレジキャパシタ部をなくし、保護回路（保護素子部４、保護
端子部５６及び保護バスライン５４）を設けたものであり、トランジスタ部２の構造は実
施例１と同様であるが、コンタクトホールの形成の際の工程が実施例１と異なる。保護回
路は、静電気等により外部より過電流が入力された際に、保護素子部４がＯＮになって保
護バスライン５４に電流を逃がすことにより表示に関わる内部素子の破壊を防ぐものであ
る。
【００５３】
次に、図１０～１７を参照して、実施例２に係る反射型液晶表示装置におけるアクティブ
マトリクス基板のトランジスタ部の製造方法を説明する。
【００５４】
　まず、図１０（ａ）及び図１１に示すように、実施例１のときと同様に、ＳｉＯ2など
の絶縁性基板１０の上に、ソース／ドレイン配線（ソース電極２２、ドレイン電極２３、
及び、ドレインバスライン２１を含む）及び保護回路用のソース／ドレイン配線２６を形
成する。ソース／ドレイン配線（ソース電極２２、ドレイン電極２３、ドレインバスライ
ン２１、及び、容量電極２４を含む）及び保護回路用のソース／ドレイン配線２６を形成
した後に、図面上には現われていないが、ＰＨ3処理を行なってソース／ドレイン電極等
の表面にリン層を形成することが好ましい。なお、ストレージキャパシタ部も同時に形成
する場合は、この工程で容量電極を形成する。
【００５５】
　次に、図１０（ｂ）及び図１２に示すように、実施例１のときと同様に、絶縁性基板１
０上にソース／ドレイン配線（ソース電極２２、ドレイン電極２３、及び、ドレインバス
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ライン２１を含む）及び保護回路用のソース／ドレイン配線２６それぞれの一部を覆うよ
うにして、シリコン層３０、ゲート絶縁膜４０、ゲート電極５２（ゲートバスラインを含
む）及び保護電極５５（保護バスライン５４を含む）を形成する。これにより、トランジ
スタ部２及び保護素子部４ができる。なお、ストレージキャパシタ部も同時に形成する場
合は、この工程で容量電極上を通るようにゲートバスラインを形成する。
【００５６】
次に、図１０（ｃ）及び図１３に示すように、実施例１のときと同様に、絶縁性基板１０
上にトランジスタ部、ドレインバスライン２１、ゲートバスライン、保護電極５５及び保
護バスライン５４を覆うようにして、スパッタリングまたはＣＶＤ法などを用いて、Ｓｉ
Ｎxなどからなるパッシベーション膜６１を成膜する。実施例２では、パッシベーション
膜６１の成膜後すぐにはコンタクトホールの形成を行なわない点で、実施例１のときと異
なる。なお、ストレジキャパシタ部も同時に形成する場合は、この工程でストレジキャパ
シタ部上にもパッシベーション膜を成膜する。
【００５７】
次に、図１０（ｄ）、図１４及び図１７（ａ）～（ｃ）に示すように、パッシベーション
膜６１上に感光性のアクリル樹脂、ポリイミド樹脂などの有機材料からなる層間絶縁膜６
２を成膜し、例えば、ハーフトーン露光法又は２回露光法等によるフォトリソグラフィ工
程及びエッチング工程によって層間絶縁膜６２の表面を凹凸に形成するとともにソース電
極２２、ドレインバスライン２１、保護電極５５及び保護バスライン５４上であってパッ
シベーション膜６１上の所定の位置に層間絶縁膜６２を貫通したコンタクトホール６３、
６５を形成する。実施例２では、パッシベーション膜６１にコンタクトホールを形成する
前に層間絶縁膜６２にコンタクトホール（開口部）を形成する点で、実施例１のときと異
なる。なお、ストレジキャパシタ部も同時に形成する場合は、この工程で容量電極上の層
間絶縁膜を貫通したコンタクトホールを形成する。
【００５８】
次に、図１０（ｅ）、図１５及び図１７（ｄ）に示すように、コンタクトホールを形成し
た層間絶縁膜６２をマスクに用い、エッチング工程によって層間絶縁膜６２のコンタクト
ホールに対応するソース電極２２、ドレインバスライン２１、保護電極５５及び保護バス
ライン５４上の所定の位置にパッシベーション膜６１を貫通したコンタクトホール６３、
６５を形成する。このような手法を用いることによって実施例１のときよりもさらに１Ｐ
Ｒ削減することができる。なお、ストレジキャパシタ部も同時に形成する場合は、この工
程で容量電極上のパッシベーション膜を貫通したコンタクトホールを形成する。
【００５９】
次に、図１０（ｆ）及び図１６に示すように、実施例１のときと同様に、層間絶縁膜６２
上の所定の位置に反射電極７１及び短絡配線７２を形成する。反射電極７１はソース電極
２２と電気的に接続する。短絡配線７２は、所定のコンタクトホール６５を通って保護回
路用のソース／ドレイン配線２６と保護バスライン５４と電気的に接続し、これと分離す
る別の短絡配線７２は、所定のコンタクトホール６５を通ってドレインバスライン２１と
保護電極５５と電気的に接続する。反射電極７１は少なくとも液晶パネルの開口部に形成
される。反射電極７１の周辺は、トランジスタ部、ゲートバスライン、ドレインバスライ
ンと一部重なるように形成してもよい。以上のようにしてアクティブマトリクス基板が製
造できる。なお、ストレジキャパシタ部も同時に形成する場合は、反射電極を容量電極と
電気的に接続する。
【００６０】
最終的には、透明電極及びカラーフィルタを備えた対向基板及びアクティブマトリクス基
板のそれぞれに配向膜を形成した後、アクティブマトリクス基板と対向基板とを貼り合せ
、これらの基板間に液晶を封入して液晶層を形成し、これにより、反射型液晶表示装置が
製造される（図示せず）。
【００６１】
【発明の効果】
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本発明によれば、従来技術と比較して、ソース／ドレイン配線の形成から反射電極の形成
までにおいてＰＲ工程数が大幅に削減されており（８ＰＲ→５又は４ＰＲ）、製造時間の
短縮、低コストが実現できる。その理由は、シリコン層、パッシベーション膜及びゲート
電極層を１ＰＲで連続的にエッチングしているからである。また、パッシベーション膜と
層間絶縁膜について表面の凹凸及びコンタクトホールそれぞれの形成を１ＰＲ化するとい
った新プロセスを導入しているからである。さらに、層間絶縁膜をマスクとしてパッシベ
ーション膜をエッチングしているので、パッシベーション膜エッチング用のＰＲ工程を削
除できるからである。
【００６２】
また、本発明では層間絶縁膜の表面をハーフトーン露光法によるＰＲ工程及びエッチング
工程により凹凸形成すれば、自由に凹凸の形状を制御することができ、良好な反射特性を
得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例１に係る反射型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板
の回路図である。
【図２】本発明の実施例１に係る反射型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板
の製造工程を模式的に示した第１の上面図である。
【図３】本発明の実施例１に係る反射型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板
の製造工程を模式的に示した第２の上面図である。
【図４】本発明の実施例１に係る反射型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板
の製造工程を模式的に示した第３の上面図である。
【図５】本発明の実施例１に係る反射型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板
の製造工程を模式的に示した第４の上面図である。
【図６】本発明の実施例１に係る反射型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板
の製造工程を模式的に示した第５の上面図である。
【図７】本発明の実施例１に係る反射型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板
のトランジスタ部の製造工程を模式的に示した工程断面図（Ａ－Ａ’間）である。
【図８】本発明の実施例１に係る反射型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板
のストレージキャパシタ部の製造工程（Ｂ－Ｂ’間）を模式的に示した工程断面図である
。
【図９】本発明の実施例２に係る反射型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板
の回路図である。
【図１０】本発明の実施例２に係る反射型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基
板のトランジスタ部の製造工程を模式的に示した工程断面図である。
【図１１】本発明の実施例２に係る反射型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基
板の保護回路部の製造工程を模式的に示した第１の上面図である。
【図１２】本発明の実施例２に係る反射型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基
板の保護回路部の製造工程を模式的に示した第２の上面図である。
【図１３】本発明の実施例２に係る反射型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基
板の保護回路部の製造工程を模式的に示した第３の上面図である。
【図１４】本発明の実施例２に係る反射型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基
板の保護回路部の製造工程を模式的に示した第４の上面図である。
【図１５】本発明の実施例２に係る反射型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基
板の保護回路部の製造工程を模式的に示した第５の上面図である。
【図１６】本発明の実施例２に係る反射型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基
板の保護回路部の製造工程を模式的に示した第６の上面図である。
【図１７】本発明の実施例２に係る反射型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基
板の層間絶縁膜の表面処理工程を模式的に示した工程断面図である。
【図１８】従来の一例に係る反射型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板の製
造方法を示したフローチャートである。
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【符号の説明】
１　アクティブマトリクス基板
２　トランジスタ部
３　ストレージキャパシタ部（蓄積容量部）
４　保護素子部
１０　絶縁性基板
２１　ドレインバスライン
２２　ソース電極（ソース電極層）
２３　ドレイン電極
２４　容量電極
２５　ドレイン端子部
２６　ソース／ドレイン配線（保護回路用）
３０　シリコン層
４０　ゲート絶縁膜
５１　ゲートバスライン
５２　ゲート電極（ゲート電極層）
５３　ゲート端子部
５４　保護バスライン
５５　保護電極
５６　保護端子部
６１　パッシベーション膜
６２　層間絶縁膜
６３　ドレイン電極用コンタクトホール
６４　容量電極用コンタクトホール
６５　保護電極用コンタクトホール
７１　反射電極（反射電極層）
７２　短絡配線
８１　液晶
９１　コモン電位供給端子
９２　コモン電極
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